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小特集 住民参加と情報公開

特 集 の 趣 旨

国，自治体で策定され，あるいは実施される各種の基本計画，整備計画では，住民や企業の協力をどのように確保するかが今日

的な重要課題となっています。これは，自律的な地域づくり，環境保全，整備施設の維持管理に住民・企業の参加が不可欠であり，

実効的なルール・仕組みの運用に官民の協働が必要であるという認識に基づいています。改正された土地改良法に新たに盛り込ま

れた「事業実施に当たっての環境との調和への配慮（第１条）」や「地域の意向を踏まえた事業計画の策定（第５条，８５条等）」

の例にも見られるように，今後は環境・経済・社会の三位一体的な農村開発が求められ，そのためには官民のパートナーシップ形

成が重要であると考えられます。

事業への住民参加は，計画策定段階におけるものと実施段階におけるものに大きく区分できます。計画策定段階では構想への住

民意思の反映などが必要であると考えられ，この段階における検討は意向調査に止まらない，住民に対する十分な情報公開に基づ

いて深められるべきだといわれています。実施段階における住民参加には，維持管理などへの自発的・継続的な住民・企業の協力

を担保するための広報・啓発や活動自体に対する積極的な支援が求められます。

本小特集では，このような観点から，各種の住民参加に関する行政サイド・住民サイドからの事例紹介，情報公開の動向・課題，

行政サイドのアカウンタビリティなどに関する報告・展望を広く募集いたしました。

２． 住民参加，その意義と成果

中瀬 勲

「参画と協働」の社会における「住民参加」の位置づけを議

論し，次いで「新しい公領域」の視点から，「マネジメント」の

概念のもとでの住民参加の意義について議論している。その中

で，地域全体や施設に関わる住民参加の事例を紹介している。

これらを基礎にして，住民参加の意義や成果を「きっかけづく

り」，「学習」，「主役は住民」，「目標の共有」，「リーダー育成と

組織づくり」としてまとめた。

（農土誌７０―１０，pp．７～１０，２００２）
住民参加，住民組織，マネジメント，NPO

３． ワークショップ方式の情報公開で行った住民参加のまちづくり

岩隈 利輝・齋木 崇人・伊藤 春樹

自治体における集落の空間は，土地改良事業によって整備さ

れているので，土地改良事業の計画は，農村集落の包括的な観

点を計画要素とすることが大切であること。また，計画要素は

その土地の固有性なので，公共事業の計画に住民が参加する手

法が求められていること。その手法として，ワークショップ方

式が有効であることを述べ，つくば市における田園空間整備事

業を事例として，その成果を明らかにしている。

（農土誌７０―１０，pp．１１～１４，２００２）
住民参加，ワークショップ方式，点検ワークショップ，

プランニングワークショップ，田園空間博物館，田園空

間整備事業，つくば市

１． 情報公開と住民参加の役割と機能

白石 克孝

情報公開制度の現状について紹介する中で，情報公開と情報

提供とを両輪とする情報制度へと発展しようとしていることを

指摘し，自治体政策の今後のあり方を提起している。情報制度

の向かう先は情報共有であり，情報共有は住民参加の基本条件

であることを論じている。これからの地域政策が住民参加や

NPOとのパートナーシップ抜きで展開できないことを提起し

つつ，住民参加の役割と機能についても民主主義と地方行政の

リニューアルにつながるものとして描いている。

（農土誌７０―１０，pp．３～６，２００２）
情報公開，住民参加，パートナーシップ，エンパワーメ

ント

４． 住民参加に関する計画策定段階での行政マネジメント

重岡 徹・桜田 清治・木村 茂基・高橋 伸拓

農村整備や環境整備の計画立案過程への住民の参画手法につ

いては，環境点検・共同学習・手作り構想図等々のワーク

ショップ手法の研究・分析，紹介・解説など数多くの成果が報

告されている。こうしたツールの普及にもかかわらず現場での

住民参加がそれほどの広がりを持ち得ないのは，ツール活用に

至るまでのプロセスの問題と考える。本報では住民参加のマネ

ジメントに着目し，とりわけ事前準備段階における行政担当者

のマネジメントのあり方について，宮崎県M市K地区での実

践された住民参加による計画づくりを事例に考察する。

（農土誌７０―１０，pp．１５～１８，２００２）
行政マネジメント，スケジュール調整，地区特性の把

握，地区との交渉



５． ため池保全における住民参加と情報発信

森下 一男・白木 渡・石田 健一

角道 弘文・守田 秀則

香川県牟礼町で実施した「牟礼町のため池をみんなでー緒に

考える」PCMワークショップを研究対象として，都市化地域
において，ため池の多面的機能の効用を地域住民が享受すると

共に，維持管理にも住民参加の道が開かれないかを検討した。

非農家にはため池の現状に関する情報がほとんど提供されてお

らず，ため池の保全が深刻な問題であることを知らないことが

明らかになった。住民参加によるため池保全策を推進するため

に最初に解決すべき課題は，ため池を掌握している行政側がた

め池に関する情報を発信することであり，行政と住民における

情報の共有化が何よりも優先されるべきことを，住民参加の理

論による裏付けをもって論証した。

（農土誌７０―１０，pp．１９～２２，２００２）
住民参加，ため池保全，参加型人間工学，情報発信，PCM

ワークショップ

７． 掛川市飛鳥地区での住民参加組織における情報交換の問題点

橋本 禅・佐藤 洋平

住民参加による計画策定の本旨の一つは，計画への多様な意

見の反映と調整にある。そのためには，計画立案を進める組織

へ参与する代表者と非参加者との情報交換が緊密に行われる必

要がある。本報では，静岡県掛川市飛鳥地区における住民参加

による地区土地利用計画の策定を事例に，計画過程における関

係者間の情報交換の問題の源泉を，住民自治組織を基本とした

組織形成・運営方法に求め，その問題発生の必然性を指摘，説

明する。住民自治組織が有する成員の情報交換機能に期待する

計画組織の形成・運営は，わが国において住民参加型の計画立

案を進める際に頻繁に採られる方法であり，事例地区における

経験から学ぶところは多い。

（農土誌７０―１０，pp．２７～３０，２００２）
情報提供，土地利用計画，計画組織，情報経路，住民自

治組織

６． 住民参加による公園整備の実態分析

角道 弘文・山田 禎夫

住民参加によって整備された甲良町 A集落の公園を取り上
げ，公園整備の経緯・背景，整備された工種，整備プロセスに

ついて明らかにした。その結果，住民参加による公園が実現し

た理由として，�工種によっては，集落の既存組織である隣組
ごとに作業範囲を指定・分担しながら作業が行われたこと，�
施工の実績を住民に示すことで住民の参加をさらに促進できた

こと，�集落内在住の専門技術者の指導が得られたこと，�資
材運搬には住民所有の車両が提供されたこと，�集落内外の企
業等から多くの必要部材が無償で調達できたこと，�代替可能
な部材を積極的に再利用したことなどであることがわかった。

（農土誌７０―１０，pp．２３～２６，２００２）
住民参加，農村公園，施工，企業，行政，甲良町

８． 住民参加による農村自然公園の計画づくり

広田 純一・藤崎 浩幸

筆者らも関わって本格的な住民参加による農村自然公園の整

備計画の策定に取組んでいる岩手県胆沢町の事例を取上げ，WS
による計画づくりのプロセスを紹介するとともに，計画づくり

の成果と課題を明らかにした。町と大学が共同で，約２年半を

かけて４集落５カ所で進めてきた公園の計画づくりは概ね成功

したと言ってよいが，計画策定体制やWSの運営方法等に課題
も残している。

（農土誌７０―１０，pp．３１～３６，２００２）
住民参加，ワークショップ，農村公園，計画づくり，環

境配慮

（報 文）

兵庫県土連での ISO９００１品質システム取得後の取組みと改善

見手倉幸雄・坊垣 昌明・周東 政信

法田 公良・栗林 茂樹

全国的に各府県土地改良事業団体連合会において ISO９００１
品質マネジメントシステムの認証取得が進んでいる。本システ

ムの本質は，Plan-Do-Check-Actionのサイクルによりサービス
や品質の継続的改善による品質向上を目指していくことにあ

る。兵庫県土地改良事業団体連合会では，平成１３年８月に ISO
９００１の認証取得を行い，継続的改善により組織的な技術力の

養成，業務品質の向上に取り組んでいる。今後は発注者支援事

業を中心に農業農村整備行政における県，市町の補完機関とし

ての責務を果たすべく研鑚しているところである。

（農土誌７０―１０，pp．３７～４０，２００２）
ISO９００１，品質方針，是正・予防処置，マネジメントレ

ビュー，継続的改善

（講 座）

農業土木技術者のための生き物調査（その２）

―鳥類調査法―

藤岡 正博

農村地域は開けた環境を利用する鳥にとって重要な生息地で

ある。鳥の現地調査は，鳥の種さえ識別できるようになれば特

に難しいものではなく，道具も手間もかからない。鳥は季節に

よって生息地を変えたり，日常的に広い範囲を移動する。調査

に当たっては，このことを考慮して調査回数や調査地点数を増

やすことが重要であり，具体的な目安を示した。野外調査法と

して，ラインセンサスとポイントセンサスを中心に取上げて解

説し，また，調査結果から個体数や種多様性を推定したり評価

する方法について解説した。

（農土誌７０―１０，pp．４１～４６，２００２）
ビオトープ，環境保全，農村地域，調査手法，鳥類


